










- 6 - 

（注）１ 当省の把握結果による。 
   ２ 「１ 震災前に行われた試験の合格発表後における証明書等の提出期限の延長等」欄の

准看護師の受験者数については、当該特例措置が実施されているのが、宮城県であるため、

同県の受験者数。 
   ３ 原子炉主任技術者については、文部科学省と経済産業省の共管のため、両省の欄に記載

し、下線を付している。 
   ４ 「２ 試験日の変更、追加試験の実施」欄のボイラー技士の受験者数については、当該

特例措置が実施されているのが、二級ボイラー技士の試験のみであるため、同試験の受験

者数を記載。 
   ５ 「２ 試験日の変更、追加試験の実施」、「３ 受験料の返還」、「５ 試験地の追加、他

試験地への変更可」欄の自動車整備士の受験者数については、当該特例措置が実施されて

いるのが、自動車整備技能登録試験のみであるため、同試験の受験者数を記載。 
   ６ 「５ 試験地の追加、他試験地への変更可」欄の建築施工管理技士と電気工事施工管理

技士については、当該特例措置が実施されているのが、一級試験のみであるため同試験の

受験者数を記載。 
   ７ 「６ 申込期間の延長」欄の電気工事士については、当該特例措置が実施されているの

が、第二種試験のみであるため同試験の受験者数を記載。 
   ８ 「６ 申込期間の延長」欄の建築士については、当該特例措置が実施されているのが、

二級建築士と木造建築士のみであるため同試験の受験者数を記載。 
   ９ 「７ 試験の一部免除に係る有効期限の延長」欄の自動車整備士については、当該特例

措置が実施されているのが、自動車整備士技能検定試験のみであるため、同試験の受験者

数を記載。 

   10 「９ その他」欄の准看護師の受験者数については、当該特例措置が実施されているの

が、岩手県であるため、同県の受験者数を記載。 
 
 


